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場
（
旗
宿
）

◦
受
入
期
限　
８
月
31
日
㈯
／
正

午
ま
で

※
期
限
日
以
降
は
、
産
業
廃
棄
物

処
理
業
者
に
処
分
を
依
頼
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
震
災
の
影
響
で

処
分
す
る
家
具
や
家
電
等
の
無
料

受
入
（
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
、
リ

サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
）
も
同
日
で
終

了
し
ま
す
。
期
限
日
以
降
は
通
常

ど
お
り
有
料
と
な
り
ま
す
。

問
本
庁
舎
生
活
環
境
課　
内
２
１

６
４

　

白
河
市
勤
労
者
互
助
会
で
は
、

労
働
組
合
が
な
い
事
業
所
で
働
く

方
や
事
業
主
の
方
を
対
象
に
、
共

済
事
業
や
イ
ベ
ン
ト
、
各
種
講
習

会
等
の
福
利
厚
生
事
業
を
行
い
ま

す
。

◦
対
象
　
市
内
事
業
所
の
事
業
主
、

市
内
事
業
所
勤
務
者
、
市
内
居
住

の
勤
労
者　
※
試
用
期
間
中
の
方

は
除
き
ま
す
。

◦
会
費　
▽
入
会
金　
１
、
０
０

０
円　
▽
年
会
費
　
５
０
０
円　

▽
共
済
掛
金
　
５
０
０
円
（
月
々
）

※
共
済
加
入
希
望
者
の
み

　
な
お
、
事
業
主
が
従
業
員
の
入

会
金
・
会
費
を
負
担
す
る
場
合
、

　
市
民
文
化
会
館
建
設
事
業
に
関

連
す
る
市
道
の
付
替
工
事
の
た
め
、

市
立
図
書
館
（
道
場
小
路
）
へ
の

ア
ク
セ
ス
お
よ
び
駐
車
場
の
利
用

可
能
台
数
が
制
限
さ
れ
ま
す
。
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

◦
工
事
名
　
市
民
文
化
会
館
建
設

事
業
道
場
門
線
付
替
道
路
工
事

◦
工
期
　
６
月
初
旬
～
12
月
末
日

（
予
定
）

問
本
庁
舎
ま
ち
づ
く
り
推
進
課　

内
２
７
４
６

　
国
で
は
、
６
月
１
日
か
ら
10
日

ま
で
を
「
電
波
利
用
環
境
保
護
周

知
啓
発
強
化
期
間
」
と
定
め
て
い

ま
す
。
電
波
は
ル
ー
ル
を
守
っ
て

正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。
電
波
の

混
信
・
妨
害
に
つ
い
て
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
総
務
省
東
北
総
合
通
信
局
相
談

窓
口
☎
０
２
２
‐
２
２
１
‐
０
６

４
１

　
市
で
は
、
５
月
か
ら
「
市
民
あ

っ
た
か
相
談
所
」
を
設
置
し
て
い

ま
す
。
こ
の
相
談
所
で
は
、
担
当

職
員
が
皆
さ
ん
の
市
行
政
等
に
関

す
る
相
談
に
応
じ
、
課
題
の
解
決

に
必
要
な
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
を
行

い
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま
す
の

で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◦
会
場
　
市
役
所
本
庁
舎
生
活
環

境
課
内
（
１
階
）

◦
対
象
　
市
民
の
方
、
原
発
事
故

で
本
市
に
避
難
さ
れ
て
い
る
方

問
本
庁
舎
生
活
環
境
課
内
専
用
電

話
☎
�
１
７
１
７

　
市
で
行
っ
て
い
る
災
害
が
れ
き

の
受
け
入
れ
は
、
８
月
31
日
㈯
の

正
午
で
終
了
し
ま
す
。
受
け
入
れ

の
対
象
と
な
る
が
れ
き
が
あ
る
場

合
は
早
め
に
搬
入
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
受
入
対
象　
り
災
証
明
書
で
半

壊
以
上
の
判
定
を
受
け
た
家
屋
の

解
体
が
れ
き

◦
受
入
場
所　
災
害
廃
棄
物
仮
置

3

案
内

必
要
経
費
と
し
て
税
制
上
の
控
除

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

◦
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

同
事
務
局
（
本
庁
舎
商
工
課
内
）

内
２
２
４
６

　
ピ
ッ
チ
ャ
ー
の
い
な
い
野
球
と

も
い
わ
れ
る
誰
も
が
楽
し
め
る
テ

ィ
ー
ボ
ー
ル
教
室
を
開
催
し
ま
す
。

当
日
参
加
も
可
能
で
す
。

◦
日
時
　
５
月
25
日
㈯
／
午
前
９

時
～
正
午

◦
会
場
　
表
郷
総
合
運
動
公
園
多

目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド
（
表
郷
番
沢
）

※
雨
天
時
は
表
郷
体
育
館

◦
対
象
　
小
学
生
（
参
加
無
料
）

◦
持
参
品
　
運
動
の
で
き
る
服
装

で
、
グ
ロ
ー
ブ
持
参
（
保
険
等
は

各
自
で
加
入
）

問
表
郷
庁
舎
教
育
振
興
課
☎
�
４

７
８
２

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
（
全

額
免
除
・
一
部
免
除
）
や
若
年
者

納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例
の
承

認
を
受
け
た
期
間
が
あ
る
場
合
は
、

保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
場
合
と

比
べ
て
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給

年
金
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
過

去
10
年
以
内
に
免
除
等
を
受
け
た

期
間
の
保
険
料
は
、
さ
か
の
ぼ
っ

て
納
付
（
追
納
）
す
る
こ
と
で
、

受
給
年
金
額
を
増
や
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。
追
納
す
る
場
合
は
古
い

期
間
か
ら
順
に
納
付
す
る
こ
と
に

な
り
、
3
年
度
以
上
前
の
期
間
に

つ
い
て
は
、
当
時
の
定
額
保
険
料

に
、
経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め

の
追
納
を
お
勧
め
し
ま
す
。

※
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
は

追
納
で
き
ま
せ
ん
。

問
白
河
年
金
事
務
所
☎
�
４
１
６
４

　昭和47年６月５日から開催された国連人間環境会議で、
日本の提案により毎年６月５日を世界環境デーと定めまし
た。世界各国で、この日に環境保全の重要性を認識し、行
動の契機とするため各種行事を行っています。
　日本では、昭和48年度から平成２年度までは６月１日か
ら１週間を「環境週間」とし、平成３年度からは６月の１
か月間を「環境月間」と設定しています。また、平成５年
に制定された環境基本法で、６月５日を環境の日と定めて
います。改めて自分の生活習慣や身の回りの自然に目を向
け、地球温暖化問題や省エネなど「環境」について考えて
みましょう。
問本庁舎生活環境課　内2165

毎年６月は「環境月間」、６月５日は「環境の日」
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